






�¿�C�S�\�l�ƒ�y�����
���å���D�ø�¢���£

�.�Ç�8�q�¶�•�8�w	ï�Ä�U	•�R�w�ç�T�`�\�^�è�t�è�¹�ô�w
R�Õ�x�Ï
z�j�ô�œ�U�S
�<�^�œ�w�S
ò�w�¤�t�M�”�Ì�T�’�m�X�’�•�•�Š�Ï

�����@���t�x

�„�…�ì
R�`�‡�b�Ð�T�`�\�M
��t�s�”�T�r�O�T�x�Ï�\�w�Ì�8�w�ô�w
C�a�t�T�T�ó�o�M�‡�b�Ð�T�`�\�M�ô�›�m�X�”�•�t�x�Ï�
�Ô��	ï�w�O�j�Ï�r�w	ï

�Ä�‹�G
~�p�b�U�Ï�f�w�¤�p�‹�Ç�]�x�œ�x	O�A�p�b�Ð�s�e�s�’�Ï�Ç�w	ï�Ä�x�
�Ô�w�¶	6�t
‹�Q�Ï�ô�›�µ�»�ï�Ì� 	Ý�6�t�b�”	O�A�s�þ�è�›�Ë�ó�o�M�”�T�’�p�b�Ð�T�`�\�M�ô�›�m�X�”�ç�Ó�ç/Å

�� 	�	ï�x�B�v�‹	Í	¢�U�S�i�•�T�p�Ï�¤�É�ç�ª�Ó�U�ô�t	—�`�c�m�†���™�…�^�•�”	ï
¼�›
¬�•�‚�ô�›�ˆ�T�b�¤�É�ç�ª�Ó�x�v
�í�Ð�Ç	ï�t�x�S���•�Í�ï�s�r�w	�	ï�›
ž�c	ï�‚�Ï�v�í�›
•	��`�‡�`�ö�O�Ð�h�i�`�Ï�o�t	�	ï�›�h�ó�€�“�q�•�y�M�M�T�q�M�O�q�f�O�p�x�K�“�‡�d�œ�Ð	�	ï�w
¬�|�M�t�x�Ï	O�G�s�Ù� �ï�Ä�U�K�“�‡�b�Ð�B�v�‹�›�x	Í	¢�^�d�”
(���•	ï�Í�ï�i�Z�p�x�b�Y�t	B�¤�—�U�ÿ�<�`�‡�b�Ð�S�b�b�Š�w	�	ï�x�b�j���•�v���Í�ï�s�r�Ï	ï
ú
£�¡�•�Ï�»�Û�ï�Ï�Û�É�å�ç�q�M�ó�h�B�v�‹�w	Í	¢�›�f�[�”
R
ü�›�°	y�t���‰	ï
¼�U�S�ç�Š�p�b�Ð
(���•
(�Í�ï�x�Õ
a
¼�Ï�[�Ï�ú�J�s�r�q�°	y�t	ï�‚�”�q�B�v�‹�w�x	Í	¢�›�H�Q�”�\�q�U�p�V�‡�b�Ð/Å

�� �ô�w
R�Õ�w�T�W�›�r�”�������›�•���R�w	ï
¼�T�’
u�Ã

�$�t
•	��‚�•�p�t���‡�•�”�������U�ô
�›	J�’�T�X�`�¶�—�›�²	Í�^�d�‡�b�Ð� �̂œ�‡�Ï� �̂y�Ï�M�˜�`�Ï�‡�Y�–�s�r�w�·�t���X���‡�•�‡�b�Ð/Å

�� �G�1�—�›�ž�ý�Ó�b�”�è�³�½�ï�›�[�•�G�~	ï
¼�T�’
•	��‚	Ø�C�;�a�—�›	Í�[�Ï�G�1�—
�›�ô�Š�”�h�Š�t�G
~�s�w�U
��&�;�a
ú�í�w�”�›
ÿ�•�b�\�q�p�b�Ð
��&�;�a
ú�í�w�{�q�m�ç�ž�·�½�ç� �̄æ�ï�è�x�ô�›�Æ
Q�=�`�Ï�G�1�—�•�«�™�—�›�ô�Š�”�‡�V�›�‹�ó�o�M�‡�b�Ð�f�`�o�Ï�\�w�ž�·�½�ç�¯�æ�ï�w�P�‰�q�s�”�‹�w�U�Ï�[�•�G�~	ï
¼�t���X���‡�•�”�è�³�½�ï�Ð�è�³�½�ï�U
Æ�
�b�”�q�Ï
��&�;�a
ú�í�w�”�U�n�“�Ï	Ø�C�w�;�a�U�O�‡�X�M�T�s�X�s�“�Ï�f�w�A�L�Ï�G�1�—�w�ÿ�<�U�I�\�”�q�M�˜�•�o�M�‡�b�Ð/Å

�� �‡�Õ�~	–�•�~�‚
ö�p�§�ç�³�¢�Ü
•	��‚�§�ç�³�¢�Ü�x�Ï	Î
É�s���•
�Ã�t�=�T�d�s�M�ë�F
É�q�`�o���Ê�p�b�U�Ï�ô�w
��&�I�T�º�w�§�ç�³�¢�Ü�x�Ï
��&�;�a
ú�í�U�µ�Ü�Ó�¶�t� �ˆ�b�”�‘�O	�	•�Z�`�‡�b�Ð�§�ç�³�¢�Ü�U���X���‡�•�”�‡�Õ�•�½�Ó�¶�Ï

�Õ�›���H�Á

�*�Û�£�~
��~�G�Î�U�œ�H

�Ü�y�y�y

�Ù�Ù�Ù

�����Ô�Ï

�����Ô�Û�µ
æ�Ü �Ï

�����Ô�Û�+�y�Ü

�Ó�¢�ü�Ó�©�ï�¬�­�è�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù

�����Ô�Ï

�����Ô

�Ó�+�y�°
`�H�Á
ì�Š�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù

�����Ô

�Ó�p�¢	��~�•�K�M�w�q�Û�„�„�Q�ˆ�Ü

���Ù�Ù�Ù

�����Ô

�Ó�-�H
*
��•�»�Z	.�q�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù

�����Ô

�Ó�
�@�����D�~���@�Ç�H�Á

�*�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù

�����Ô

�Ó
^
�	Ë�U�M	��H���q�Û�\�•�`�q�Ü

���Ù�Ù�Ù

�����Ô

�Ó�Ç�•
ì�Š	t� �ˆ
ï�ù
ì�Š�è�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ù

�����Ô

���D �w�-�H�æ�Ä

�°�\�r�‹�w�ô�x�®�Ç�]�x�œ�¯�p�>�‡�”�‚�±

���D�w�y�y�������'�C

�ä�Ó�¬�ç�Ä�s�r�w�Õ
a
¼�x�Ï�¬���•�T�’	ï�N�t	Z�b�i�Z�w�(�b�s�S	•�Z	ï�P�p�b�Ð�f�w���Ï�§�ç�³�¢�Ü�[
Ë�s	–�•�Ï�‚
ö�Ï�G�~	ï
¼�s�r�‹�Ï�-���w�V�X�‹�w�U���M�w�p	Í	��t�Ç	ï�t	��“�Ö�•�o�Ï�§�ç�³�¢�Ü�›�`�ó�T�“�q�“�‡�`�ö�O�Ð/Å

�� �Ï�»�Û�ï�x�ô�w
R�Õ�›�§�Q�”�Ê�˜�V�þ�‚

�y �ú�J�~�L
ú

�w�Å�Ž�=
R
ü�‹�§�M�¯�M�‚�Ï�»�Û�ï���
�Û�²�Ñ�•�]
�‡�Ï���w�b�j�Ü�x�¤�É�ç�ª�Ó�›
\�ˆ�b�”	�	•�Z�›�`�h�“�Ï�?�Ž�Û�˜�w�?�ú�J�Ü�x�ô�w
��&�I�T�w�‡�V�›�¡�Ë�b�”�‡�V�U�K�“�‡�b�Ð�T�`�\�M�ô�n�X�“�t�=�T�d�s�M�������•�è�³�½�ï�x�Ï�Ž�=�`�•�b�M�w�p�Ï�§�M�Å�Ž�=�—�›�Ë�m�ú�J�•�L
ú�U�ô�w�§�M�¯�M�q�s�“�‡�b�Ð

�T�`�\�M�ô�›�m�X�”�•�t�Ï
���Ô�‡�p�w�ç�Ç�]�x�œ�‚�è�j�ö�ó�q	ü�“�&�ó�o�ˆ�‡�`�ö�O�Ð

��

�Û�þ	Ô

�y
�ë�F�œ�Ü



広報おこっぺ　２０１５年６月号 （10）
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「いま、興部高校では」　2015 年 6月１日発行　第 171 号

The Okoppe HighSchool Times. 

健康診断
4月15日～28日にわたり、尿検査、身体測定、

内科検診、歯科検診、心電図検査、胸部Ｘ線検査を実施
しました。
健康診断は、自分自身の健康状態を知るために必要な
検査です。検査の結果について治療や矯正が必要と診断
されたものは、可能な限り早急に対応しましょう。
今回は、歯科検診と視力検査で多くの指摘を受けまし
た。歯科検診では、虫歯がある生徒とない生徒の差が激
しく、虫歯を有している生徒は、すぐにでも治療が必要
な状況とのことでした。虫歯は放置しておくと容姿に影

響が出て、将来にわたり健康面以外でも不利益を被るとのことでした。視力検査では、視力の低いままで
放置されている人が見受けられました。視力低下は、ノートを正しくとれないなど、授業理解に影響が出
たり、就職の際にも不利になることが多いため、歯科検診同様、早急に矯正することが必要となります。

交通安全街頭指導
4月20日㈪～22日㈬までの間、本校職員による

交通安全街頭指導を行いました。
自転車利用のマナーをはじめ、歩行者としてのマナー
の確認、指導をしました。
特に自転車は、交通事故における被害者だけではな
く、加害者となる可能性もあるため、十分に注意が必要
となります。
また、6月 1日より自転車に関するルールが改正され
て、自転車における危険行為を 2回以上摘発された場合
は、手数料のかかる「自転車運転者講習」の受講が義務
づけられたり、この講習を無視した場合は「5万円以下の罰金」と内容が厳しく改正されます。

授業参観・ＰＴＡ総会
4 月 25 日㈯、授業参観とＰＴＡ総会が行われま

した。
授業参観では、保護者の皆さんに授業を見学していた
だき、普段の学校の様子をお伝えしました。その後、Ｐ
ＴＡ総会が行われ、平成 26年度の活動報告や予算の決算
報告などが行われました。また、平成 27年度の活動予定
や予算審議、そして新執行役員の承認などが行われまし
た。
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「法人道民税・法人事業税・
   地方法人特別税の申告はインターネットで！」
■�北海道では、地方税ポータルシステム（エルタックス）を利用し、インターネ
ットによる法人道民税・法人事業税・地方法人特別税の申告を受け付けています。

■�利用できるのは、北海道に申告を行う納税者（税理士等代理人を含む）で、利
用届出の手続をされている方です。

■�利用開始の方法など、詳細についてはエルタックスホームページをご覧ください。

　○エルタックスホームページ　http://www.eltax.jp/

　○問い合わせ先　紋別道税事務所課税係　TEL　０１５８－２４－２６２６

お問い合わせ：第 25普通科連隊広報班
TEL　0158 ー 42ー 5275（内線 296）
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介護保険料の改定について
　介護保険料は、興部町の介護サービス費用がまかなえるよう、3年ごとに見直し算出された「基準額」を
もとに決まります。27年度からの保険料額は、下記のとおり改定されました。

　保険料額は、6月中旬に送付する「介護保険料額決定通知書」でお知らせいたします。

興部町の基準額は ４２，０００円（年額）　３，５００円（月額）です。
　65歳以上（第 1号）、40～ 64歳（第 2号）みなさま一人ひとりが納める保険料が介護保険の大切な財
源となっています。

保険料段階
対　　　　　象

平成 27 年 4 月以降
基準額に
対 す る
負 担 率

月　額 年　額
世　帯 本　人　所　得

第 1 段階

非課税
世　帯

老齢年金受給者・生活保護受給者及び
課税年金収入 + 合計所得金額が
　　　　　　　　 　年間 80 万円以下

0.450 1,575 円 18,900 円

第 2 段階 課税年金収入 + 合計所得金額が
　　　　　　　 　　年間 120 万円以下 0.750 2,625 円 31,500 円

第 3 段階 課税年金収入 + 合計所得金額が
　　　　　　　　 　年間 120 万円超 0.750 2,625 円 31,500 円

第 4 段階
課税者
あ　り 本人非課税

課税年金収入 + 合計所得金額が
　　　年間 80 万円以下 0.900 3,150 円 37,800 円

第 5 段階 課税年金収入 + 合計所得金額が
　　　年間 80 万円超 1.000 3,500 円 42,000 円

第 6 段階

本　人
課税者

合計所得が　120 万円未満 1.200 4,200 円 50,400 円

第 7 段階 合計所得が　120 万円以上
　　　　　　　　　～ 190 万円未満 1.300 4,550 円 54,600 円

第 8 段階 合計所得が　190 万円以上
　　　　　　　　　～ 290 万円未満 1.500 5,250 円 63,000 円

第 9 段階 合計所得が　290 万円以上 1.700 5,950 円 71,400 円

　　問い合わせ先：興部町福祉保健総合センター「きらり」
　　　　　　　　　介護支援課　介護保険係　℡８２－４１４０

国　20.0％

北海道　12.5％

興部町　12.5％

国
（財政調整交付金）

5.0％

第２号被保険者
28.0％

第１号被保険者
22.0％
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■　７月に保険料額をお知らせします　■
平成 27 年度の保険料につきましては、7 月に個別にお知らせします。

◆保険料の計算方法

均　等　割
＋

所　得　割
＝

1年間の保険料
【１人当たりの額】 【被保険者本人の所得に応じた額】 【限度額 57 万円】

51,472 円
（平成 26 年中の所得－ 33 万円）×
　　　　　　　　10.52％ （100 円未満切り捨て）

○　１年間の保険料の上限額は 57 万円です。
○　所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
○　年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※　保険料のお支払いが困難な場合は「きらり」介護支援課 保険医療係へご相談ください。
　 　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお

支払いが困難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

■　ジェネリック医薬品の利用について　■
　● 　医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。

　● 　ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や 薬
局の窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。

　　　「希望カード」が必要な方は「きらり」介護支援課 保険医療係までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度のお知らせ
〜平成 27年度の保険料等について〜

inform
ation

保険料のお支払いは、
「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
口座振替を希望される方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

　◆　効き目・安全性について
　�　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全
なお薬です。

　　※　ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談しましょう。

　◆　価格について
　�　ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より
3割以上、中には 5割以上安くなるものもあります。

お問い合わせ先
興部町福祉保健総合センター「きらり」
介護支援課　保険医療係
Tel　0158-82-4140

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
　札幌市中央区南2条西 14丁目国保会館6階
　Tel　011-290-5601
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■　７月に保険料額をお知らせします　■
平成 27 年度の保険料につきましては、7 月に個別にお知らせします。
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＋

所　得　割
＝
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○　所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
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局の窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。

　　　「希望カード」が必要な方は「きらり」介護支援課 保険医療係までお問い合わせください。
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なお薬です。

　　※　ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談しましょう。

　◆　価格について
　�　ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より
3割以上、中には 5割以上安くなるものもあります。

お問い合わせ先
興部町福祉保健総合センター「きらり」
介護支援課　保険医療係
Tel　0158-82-4140
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警察署からのお知らせ
不法就労・不法滞在防止のための理解と協力の確保
　～　忍び寄る犯罪組織の国際化　あなたの目が街を守る　～
　全国における来日外国人による犯罪の検挙は、過去数年減少傾向にあります。しかし、近年の来日外国人
犯罪は、あらゆる国や地域に及ぶといった「犯罪のグローバル化」という大きな質的変化が進んでいます。
　また、在留資格の不正取得を目的とした偽装結婚事案等、依然として多数の不法滞在者が存在し、その多
くは不法就労をしているとみられます。
　どんなにささいなことでもかまいません。「おかしいな？」と思ったら、警察に通報してください。

薬物乱用の防止�　～　薬物、ダメ。セッタイ。　～
　覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、身体や精神がボロボロになり、人間らしい生活を営むことができ
なくなり、場合によっては死に至ることもあります。
　「ハーブ」、「お香」、「アロマ」等と称される危険ドラッグについても、人体に悪影響を及ぼす薬物が含ま
れている商品がほとんどであり、意識障害や呼吸困難を引き起こし死亡したり、交通事故を発生させた事案
も全国各地で発生しています。
　若年層をはじめとする大麻汚染の拡大を阻止するためにも、大麻草の群生地を知っている方は警察へ通報
をお願いします。

夏山の遭難防止�　～　山登り　体力・技量を考えて　～
　山の雪解けとともに登山やハイキングなどで、山に出かける機会が多くなります。山岳遭難を防ぐため
に、次の点に注意しましょう。
□�　登山は十分な装備とゆとりある計画を立て、自分の体力や技量に合わせた登山に心がけましょう。
□　登山計画書を作成し、最寄りの警察署や交番、駐在所に提出しましょう。
　　また、家族や職場にも登山計画書の写しを渡しておきましょう。
□　経験のあるリーダーのもと、複数での登山に努め、単独での登山は控えましょう。
□　ヒグマとの遭遇を避けるために、鈴などの音の出るものを携行しましょう。
□　万が一のために、携帯電話などの通信手段を携行しましょう。

地域ぐるみの暴走族の追放
　～　暴走行為を「しない」「させない」「見に行かない」　～
　暴走行為を根絶するために
○�　暴走を「しない」「させない」「見に行かない」という三ない運動を地域ぐるみで進めましょう。
○　暴走行為を見かけたら110番通報しましょう。
○　家庭や学校、職場では、少年が暴走族を結成したり加入しないよう指導しましょう。�

□町税を納期内に納入できない事情のある方は、住民課・税務係に相談下さい。
□納期限を過ぎても町税が納入されないときは、地方税法に基づき督促状を送付します。
　※�督促状送付後 14日間程度、納付又は連絡のない場合は、納税の誠意なきものとして、国税徴収法及び地方税
法に基づき、財産調査の上、差し押さえる場合があります。

□�固定資産の異動、特に家屋の新築や取り壊しがあった場合や軽自動車に異動があった場合は速やかに届出をして
下さい。※町税に関する問合せは、役場住民課税務係へ（℡ 82－ 2131　内線 225・226）
□国民健康保険への加入、脱退の異動手続は、2週間以内に行ってください。
※手続きに関する問合せは、きらり保険医療係へ（℡ 82－ 4140）

町税納期のお知らせ
今月は、道町民税 １期（納期限　平成 27年 6月 30日）の納期です。
※納付書は 6月中旬にお届けいたします。
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日本年金機構ホームページ　　http://www.nenkin.go.jp/

年金のお問い合わせは ｢ねんきんダイヤル ｣へ !
○年金相談は、「ねんきんダイヤル」℡０５７０－０５－１１６５
　または、お近くの年金事務所をご利用ください。
※ⅠＰ電話・ＰＨＳからは「℡０３－６７００－１１６５」にお電話ください。
　月〜金曜日：午前 8時 30分〜午後 5時 15分
　ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後 7時まで
　第 2土曜日：午前 9時 30分〜午後 4時　＊祝日はご利用いただけません。

日　時　6月 25日㈭ 午前 9時〜午後 3時
場　所　紋別市民会館（紋別市潮見町 1丁目）

6月の年金事務
相談所の開設日程

国 民 年 金
国民年金には、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、ご本人の申請手
続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「一部免除（一部納付）」される制度があります。

①　免除（全額免除・一部免除）申請
　　�　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合
に、保険料が全額免除または一部免除となります。
②　若年者納付猶予申請
　　�　30歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予され
ます。
③　学生納付特例申請
　　　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

■　過去 2年までさかのぼって免除申請ができます
　　�　一定の将来期間のほか、過去 2年（申請月の 2年 1ヶ月前の月分）までさかのぼって免除を申
請できます。ただし、申請が遅れると万一の時に障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる
場合がありますので、すみやかに申請してください。

■　「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

※�お客様の相談時間を十分確保するため、完全予約制となります。相談予約は電話により相談開設日の1ヶ月前から
受付します。　電話予約受付番号　０１５７－３３－６００７（北見年金事務所）

ご存知ですか？国民年金保険料免除制度！

納　　付 全額免除 一部免除 若年者納付猶予
（学生納付特例） 未　　納

老齢・障害・遺族基礎
年金の受給資格期間に
……

含まれる 含まれる 含まれる
（注２） 含まれる 含まれない

老齢基礎年金額の計算
に…… 含まれる 含まれる

（注１）
含まれる
（注１、２） 含まれない 含まれない

（注１）�保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が以下のとおりとなります。
　　　　（平成21年4月以降の免除期間）
　　　　　◎全額免除の場合……２分の１　　　　◎４分の３免除の場合……８分の５
　　　　　◎半額免除の場合……４分の３　　　　◎４分の１免除の場合……８分の７
（注２）一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。

【問い合わせ先】北見年金事務所国民年金課　　 （TEL０１５７－２５－９６３５）
　　　　　　　��興部役場　住民課　戸籍年金係（TEL８２ー２１３１内線２２４）
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年金のお問い合わせは ｢ねんきんダイヤル ｣へ !
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　または、お近くの年金事務所をご利用ください。
※ⅠＰ電話・ＰＨＳからは「℡０３－６７００－１１６５」にお電話ください。
　月〜金曜日：午前 8時 30分〜午後 5時 15分
　ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後 7時まで
　第 2土曜日：午前 9時 30分〜午後 4時　＊祝日はご利用いただけません。

日　時　6月 25日㈭ 午前 9時〜午後 3時
場　所　紋別市民会館（紋別市潮見町 1丁目）

6月の年金事務
相談所の開設日程

国 民 年 金
国民年金には、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、ご本人の申請手

続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「一部免除（一部納付）」される制度があります。

①　免除（全額免除・一部免除）申請
　　�　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合
に、保険料が全額免除または一部免除となります。

②　若年者納付猶予申請
　　�　30歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予され
ます。

③　学生納付特例申請
　　　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

■　過去 2年までさかのぼって免除申請ができます
　　�　一定の将来期間のほか、過去 2年（申請月の 2年 1ヶ月前の月分）までさかのぼって免除を申
請できます。ただし、申請が遅れると万一の時に障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる
場合がありますので、すみやかに申請してください。

■　「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

※�お客様の相談時間を十分確保するため、完全予約制となります。相談予約は電話により相談開設日の1ヶ月前から
受付します。　電話予約受付番号　０１５７－３３－６００７（北見年金事務所）

ご存知ですか？国民年金保険料免除制度！

納　　付 全額免除 一部免除 若年者納付猶予
（学生納付特例） 未　　納

老齢・障害・遺族基礎
年金の受給資格期間に
……

含まれる 含まれる 含まれる
（注２） 含まれる 含まれない

老齢基礎年金額の計算
に…… 含まれる 含まれる

（注１）
含まれる
（注１、２） 含まれない 含まれない

（注１）�保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が以下のとおりとなります。
　　　　（平成21年4月以降の免除期間）
　　　　　◎全額免除の場合……２分の１　　　　◎４分の３免除の場合……８分の５
　　　　　◎半額免除の場合……４分の３　　　　◎４分の１免除の場合……８分の７
（注２）一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。

【問い合わせ先】北見年金事務所国民年金課　　 （TEL０１５７－２５－９６３５）
　　　　　　　��興部役場　住民課　戸籍年金係（TEL８２ー２１３１内線２２４）
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新入学児童に自転車用ヘルメットが贈られました
4 月 28 日、沙留小学校において興部町交通安全協会沙留支部（支部長：
安藤幹夫）より新入学児童 11名に対して自転車用ヘルメットが贈られまし
た。
また、同日、興部小学校においては興部町交通安全協会興部支部（支部長：
前田義雄）より新入学児童 24名に対して自転車用ヘルメットが贈られました。
道路交通法では「保護者は自転車に乗る児童にヘルメットをかぶせるよう努めなければならない。」とさ
れており、万が一の事故のときに子どもの安全を守る上で効果があると言われております。安全運転は車も
自転車も同じです。
これを機に大人になっても歩行者の安全に気づかいできるマナーを身に付けてほしいと思います。

5月 16日、町営球場にて西紋地区の中学校 5チームが出場し、第 26回藤共旗争奪中学校野球大会が㈱
藤共工業様のご後援により開催されました。
この大会は、この後に行われる中体連野球大会の前哨戦として、今年の戦力をうかがう大切な大会であり、
各チームともに全力のプレーが繰り広げられていました。
西紋地区では、部員数の減少などから、興部・沙留、滝上・西興部、雄武・渚滑と 3つのチームが合同チー
ムを編成して合計 5チームでの大会となりました。
地元興部・沙留中学校は決勝に進みましたが、惜しくも紋別中学校に敗れてしまいました。

第 26回藤共旗争奪中学校野球大会
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5 月 17日、興部町交通記念広場（ジョイパーク）において、興部町陸上競技協会主催による第 44回興
部町民ロードレース大会が開催されました。
当日は、寒さと風が強い中での大会となりましたが、出場した選手達は 1.5km・3km・5kmの各コース

を軽快に走り抜け、沿道に駆けつけた観衆からの大きな声援に応えゴールに向かい力走しました。
【大会結果】（1位のみ）
○ 1.5km小学男子 1～ 3年生の部� 　近　藤　　　伶　　 （8分 20秒）
○ 1.5km小学女子 1～ 3年生の部� 　櫻　木　雪姫乃　　 （8分 41秒）
○ 1.5km親子ペアの部� � 　大河原　悠　真・勲（8分 56秒）
○ 3km小学男子 4～ 6年生の部� 　舘　山　友　翔　　 （14分 00秒）
○ 3km一般男子（40歳以上）の部� 　野　上　　　勲　　 （11分 18秒）
○ 5km中学男子の部�� � 　南　　　飛　輝　　 （21分 56秒）
○ 5km中学女子の部�� � 　藤　田　愛　永　　 （27分 18秒）
○ 5km一般男子（高校生以上）の部�　野　上　圭　太　　 （18分 59秒）

topics

第 44回興部町民ロードレース大会

5 月 17日、興部町交通記念広場（ジョイ・パーク）において、興部町観光協会主催によるおこっぺ公園
まつりが開催されました。
当日は、曇り空で時折強い風が吹いていましたが、会場では子どもを対象としたゲームやもちまき、興部

町の特産品が当たる抽選会の他、売店コーナーがあり、子ども達や来場者は大いに楽しみました。

おこっぺ公園まつり
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5 月 17日、興部町交通記念広場（ジョイパーク）において、興部町陸上競技協会主催による第 44回興
部町民ロードレース大会が開催されました。
当日は、寒さと風が強い中での大会となりましたが、出場した選手達は 1.5km・3km・5kmの各コース
を軽快に走り抜け、沿道に駆けつけた観衆からの大きな声援に応えゴールに向かい力走しました。
【大会結果】（1位のみ）
○ 1.5km小学男子 1～ 3年生の部� 　近　藤　　　伶　　 （8分 20秒）
○ 1.5km小学女子 1～ 3年生の部� 　櫻　木　雪姫乃　　 （8分 41秒）
○ 1.5km親子ペアの部� � 　大河原　悠　真・勲（8分 56秒）
○ 3km小学男子 4～ 6年生の部� 　舘　山　友　翔　　 （14分 00秒）
○ 3km一般男子（40歳以上）の部� 　野　上　　　勲　　 （11分 18秒）
○ 5km中学男子の部�� � 　南　　　飛　輝　　 （21分 56秒）
○ 5km中学女子の部�� � 　藤　田　愛　永　　 （27分 18秒）
○ 5km一般男子（高校生以上）の部�　野　上　圭　太　　 （18分 59秒）

topics

第 44回興部町民ロードレース大会

5 月 17日、興部町交通記念広場（ジョイ・パーク）において、興部町観光協会主催によるおこっぺ公園
まつりが開催されました。
当日は、曇り空で時折強い風が吹いていましたが、会場では子どもを対象としたゲームやもちまき、興部
町の特産品が当たる抽選会の他、売店コーナーがあり、子ども達や来場者は大いに楽しみました。

おこっぺ公園まつり
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お悔やみ申し上げます
死亡者氏名	 住　所	 年齢

伊藤　信美	 春 日 町	 89

加藤　鉄榮	 浜　　町	 70

細川　繁弘	 幸　　町	 89

三浦　佐吉	 秋　　里	 95

平野スヱ子	 沙留旭町	 91

松岡　久光	 泉　　町	 85

落合　よね	 豊　　野	 100

髙田　　勉	 栄　　町	 65

進士　光雄	 沙留旭町	 93

伊吹　ミエ	 豊　　野	 86

髙橋　雪子	 宇　　津	 71

髙井　　清	 沙留緑町	 78

子供の人権１１０番　フリーダイヤル
０１２０－０

ゼロゼロナナのひゃくとおばん
０７－１１０

ひとりで悩まないで
悩んでいる・困っているなら

人権擁護委員
に相談してください

☆わたしたちの街の人権擁護委員です

田中　啓一 ☎82-2522
小山真由美 ☎82-2996
今井　秀和 ☎83-2244

ご出産おめでとう
　		出生児名　　親の名　　住　所
◎女の子

　田島　弥
み

空
く

　 圭　祐千　温 　浜　　町

　佐々木望
のぞ

愛
み

　 裕　貴優 　沙留緑町

●人のうごき　人口��4,075 ／�男�1,980／�女�2,095／�世帯数�1,879 �4 月末現在
　　　　　　　　　　（前月比）�（�＋10�）� （�＋9�）� （�＋1�）� （�＋16�）
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国保病院からのお知らせ

6月の皮膚科
診療の日程

◎ 期日　9 日㈫・30 日㈫
◎ 場所　興部町国民健康保険病院
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